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梨
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落
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に
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て
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…
六
九
一

公
安
委
員
会

山
梨
県
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
及
び
延
滞
金
に
関
す
る
規

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
六
九
一

則
の
一
部
改
正
　

そ
　
の
　
他

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
九
二

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
六
九
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

山
梨
県
県
民
所
得
統
計
に
関
す
る
特
別
調
査
の
実
施
（
平
成
五
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

三
の
２
（一）
中
「
公
庫
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
」
を
加
え
、
３
の
２
（二）
中

「
日
本
標
準
産
業
分
類
の
鉱
業
、
金
融
・
保
険
業
、
電
気
・
ガ
ス
業
、
運
輸
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
」
を

「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
）
に
定
め
る
大
分
類
Ｄ
│
鉱
業
、

中
分
類
三
十
三
│
電
気
業
、
中
分
類
三
十
四
│
ガ
ス
業
、
中
分
類
三
十
八
―
放
送
業
、
大
分
類
Ｉ
│
運

輸
業
及
び
大
分
類
Ｋ
│
金
融
・
保
険
業
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

群
数

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

一

韮
崎
市
富
士
見

平
成
十
九
年
九
月
十
三

ち

日

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止

す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
区
域

韮
崎
市
藤
井
町
（
北
下
条
及
び
南
下
条
の
区
域
に
限
る
。）、
韮
崎
町
（
一
ツ
谷
、
水
神
一
丁
目
、

水
神
二
丁
目
、
本
町
一
丁
目
、
本
町
二
丁
目
、
本
町
三
丁
目
、
本
町
四
丁
目
、
富
士
見
ヶ
丘
一
丁
目
、

富
士
見
ヶ
丘
二
丁
目
、
若
宮
一
丁
目
、
若
宮
二
丁
目
、
若
宮
三
丁
目
、
中
央
町
、
富
士
見
一
丁
目
、

富
士
見
二
丁
目
、
富
士
見
三
丁
目
、
中
島
一
丁
目
、
中
島
二
丁
目
、
栄
一
丁
目
、
栄
二
丁
目
、
岩
下

及
び
上
ノ
山
の
区
域
に
限
る
。）、
穂
坂
町
宮
久
保
（
権
現
沢
及
び
鳥
之
小
池
の
区
域
に
限
る
。）、

穂
坂
町
三
ツ
澤
（
６
２
０
番
地
か
ら
７
８
３
番
地
及
び
４
０
８
２
番
地
か
ら
４
０
９
６
番
地
の
区
域

に
限
る
。）、
神
山
町
（
武
田
、
北
宮
地
及
び
鍋
山
の
区
域
に
限
る
。）、
旭
町
（
上
条
北
割
の
区
域

に
限
る
。）、
大
草
町
（
若
尾
及
び
上
条
東
割
の
区
域
に
限
る
。）
及
び
竜
岡
町
（
若
尾
新
田
及
び
下

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
九
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

九
月
二
十
七
日

第
千
七
百
九
十
五
号

木　曜　日

、
、

、
、

、
、



条
東
割
の
区
域
に
限
る
。）
並
び
に
甲
斐
市
宇
津
谷
（
三
島
、
鰻
新
居
、
戌
新
田
、
北
原
、
大
境
道

東
、
古
森
、
駒
沢
裏
、
駒
沢
、
神
田
、
芝
起
、
梅
ノ
木
、
南
原
、
天
神
反
、
天
神
、
雑
子
石
、
家
ノ

上
、
唐
松
、
八
倉
、
中
谷
戸
、
滝
沢
、
清
水
端
、
金
剛
地
及
び
出
口
の
区
域
に
限
る
。）
の
区
域

二
　
指
定
家
畜
の
種
類

指
定
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
み
つ
ば
ち

三
　
指
定
の
概
要

指
定
期
間
　
平
成
十
九
年
九
月
十
三
日
か
ら
当
分
の
間

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

指
定
家
畜
及
び
腐
蛆そ

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
は
、
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
指
定
区
域
内
で
の
移
動
又
は
当
該
区
域
外
へ
の
移
動
を
し
て
は
な
ら
な
　

い
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
須
玉
地
区
県
営
圃
場
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日

を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
東
井
出
地
区
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三

十
一
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
鳥
原
平
地
区
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
ヶ
岳
西
部
２
期
地
区
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平

成
十
九
年
五
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
ヶ
岳
南
麓
湧
水
地
区
県
営
田
園
空
間
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
九

年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
七
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

富
士
吉
田
市
松
山
四
丁
目
七
七
九
番
の
二
地
先
か

旧

一
二
・
六
〜

一
一
八
・
〇

ら

二
四
・
三

富
士
吉
田
市
松
山
五
丁
目
七
九
一
番
の
二
地
先
ま

で

新

一
二
・
六
〜

一
一
八
・
〇

三
〇
・
七

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
九
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

六
七
四



道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
三
七
号

富
士
吉
田
市
松
山
四
丁
目
七
七
九
番

一
一
八
・
〇
平
成
十
九
年

道

の
二
地
先
か
ら

九
月
二
十
七

富
士
吉
田
市
松
山
五
丁
目
七
九
一
番

日

の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
黒
沢
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
字
殿
田
千
八
百
二
番
二
地
先
か
ら
韮
崎
市
藤
井
町

北
下
條
字
榎
田
百
三
十
九
番
一
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
六
百
二
十
二
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

山
梨
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
か
ら
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
九
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
九
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